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第２5期  宝塚市農業委員会  令和８年第１回議事録  

 

１．日  時   令和８年（202６年）１月２３日（金）１４時００分～１５時００分  
 
２．場  所   宝塚市役所４階  政策会議室  
 
３．農業委員定数   １３人  
 
４．出席委員   
１番舩岡知恵美、２番福本充宏、３番阪上文代、４番小中和正、5番逢坂洋子、６番林五郎、
７番阪上照一、８番古野弘之、９番平塚茂樹、10番金岡昭弘、１１番西田勝、１３番田中宏明  
 
５．欠席委員    
なし 
 
６．農地利用最適化推進委員定数  ５人  
 
７．出席農地利用最適化推進委員   
 
１番上田健、２番小畑健二、3番阪上秀一、4番二井久和、５番和田秀彰  
 
８．欠席農地利用最適化推進委員    
なし 
 
９．事務局   
事務局長  佐藤隆政  係長  木元富夫  事務職員  岡村美佑、岡田優花里  

 

１０．議   題  

１ 議案第９６号    非農地証明願の件  

２ 議案第９７号    農地法第３条第１項の規定による許可申請の件  

３ 議案第９８号    農地法第４条第１項の規定による許可申請の件  

４ 議案第９９号    農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び第４項による   

               農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取の件  

５ 議案第１００号   都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定による事業計画  

認定の決定の件  

１ 報告第１０３号   農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件  

２ 報告第１０４号   農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件  

３ 報告第１０５号   農地の一時転用終了届の件  

４ 報告第１０６号   農地法施行規則第２９条第１項の規定による届出の件  

５ 報告第１０７号   農地法第１８条第６項の規定による届出の件  

６ 報告第１０８号   農業の用に供した旨の証明（貸付都市農地等）の件  

７ 報告第１０９号   耕作証明願の件  

８ 報告第１１０号   相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明の件  
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第２５期宝塚市農業委員会令和８年第１回総会  

日時：令和８年１月２３日  

開会  午後２時００分  

 

○林会長  それでは、第２５期宝塚市農業委員会令和８年第１回総会を開催します。 

本日の欠席者はなし。第１回総会は成立しております。本日の議事録署名委員には、２番福

本委員、３番阪上会長代理にお願いします。それでは総会を始めます。事務局長から諸般の

報告をお願いします。 

（諸般の報告） 

○林会長  報告は終わりました。何か御意見、御質問等ございますか。特にないようですので、

それでは、議案審議に移りたいと思います。議案第９６号について事務局から説明願います。 

○事務局  議案第９６号  非農地証明願の件。別紙のとおり、非農地証明願がありましたので、

御審議願います。 

 願出人（住所）（氏名）さん。場所は、山本野里（地番）ほか１筆、地目は畑、地積は２筆合

計で４４０㎡です。所有者は（氏名）さん。農地でなくなった時期と現況は、昭和４３年から宅地

として利用。証明を必要とする理由として、地目変更登記のため。その他としまして、昭和４３年

６月１２日に新築したという建物登記簿が添付されておりました。申請地のほか１筆ですが、山

本野里（地番）・畑・２７４㎡となっております。補足ですが、１０４番１０は、現地調査の際には、

既に取壊していたため、建物を確認いただけなかったのですが、確かに家が建っていたと確認

済です。位置図は、３ページ目を御覧ください。 

〇林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。阪上秀一推進委員。 

〇阪上秀一推進委員  家が建っていたのですが、もう更地になっていまして、次の利用も決まっ

ているみたいで、特に問題はありません。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か本件に対しまして、御意見、御質問等ございますか。  

 特にないようですので、採決いたします。議案第９６号について証明することに賛成の農業委

員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします。次に、議案第９７号を議題といた

します。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第９７号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、農

地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、御審議願います。 

 １件目、申請人のうち譲受人が（住所）（氏名）さん。譲渡人が（住所）（氏名）さんです。申

請地は、長尾町（地番）地目は田、地積は１，０７１㎡です。譲受人の耕作面積は１，２０６㎡で、
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従事者数は１人です。権利の種類は、所有権の移転で、位置図は８ページです。 

では、調査書を読み上げさせていただきます。譲受人は（氏名）さんで、譲渡人は（氏名）さ

んです。作成者は岡村です。第２項第１号の（全部効率利用）につきましては、譲受人は申請

地の近くで、１５年以上農業を営んでおり、保有している農機具の能力、農作業に従事する状

況等から見て、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれます。

譲受人の所有の農機具は、小型管理機１台を所有しており、トラクター１台を導入予定と聞い

ております。また、第２項第２号（農地所有適格法人以外の法人）につきましては、個人である

ため、適用はございません。第２項第３号（信託）につきましては、信託ではないので適用はご

ざいません。第２項第４号（農作業常時従事）につきましては、譲受人は農作業を行う必要が

ある日数について、農作業に従事すると見込まれます。農業従事者は譲受人含めて世帯員２

名で、それぞれ年間日数が１５０日と３０日です。第２項第５号（転貸禁止）につきましては、本

件の農地は所有農地であり、転貸には当たりません。第２項第６号（地域調和）につきましては、

申請地では、販売用の植木を生産予定と聞いております。譲受人は、本件の権利取得により

周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、支障は生じないものと考えられ

ます。なお、１月１３日に事務局１名、農業委員会会長代理、農業委員２名が申請地並びにそ

の周辺農地の利用状況等を確認いたしました。 

２件目、申請人のうち、譲受人が（住所）（氏名）さんです。譲渡人が（住所）（氏名）さんで

す。申請地は、上佐曽利字（地番）、地目は田、地積は１３５㎡です。譲受人の耕作面積は４４

５㎡で、従事者数は１人。権利の種類は所有権の移転となります。 

では、調査書に移ります。譲受人が（氏名）さん、譲渡人が（氏名）さん、作成者は岡村です。

第２項第１号（全部効率利用）につきましては、申請地は譲受人の自宅の隣接地であり、譲受

人は１０年ほど農業を営んでおり、保有している農機具の能力、農作業に従事する状況等から

見て、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれます。こちら耕

運機を１台所有されております。第２項第２号（農地所有適格法人以外の法人）につきまして

は、譲受人は個人であるため、適用はございません。第２項第３号（信託）につきましては、信

託ではないので適用はございません。第２項第４号（農作業常時従事）につきましては、譲受

人は農作業を行う必要がある日数について、農作業に従事すると見込まれます。農業従事者

は本人の１名で、年間従事日数は１５０日です。第２項第５号（転貸禁止）につきましては、所

有の農地であり、転貸には当たりません。第２項第６号（地域調和）につきましては、申請地で

は、譲受人は自家消費の白菜、きゅうり、なすび等露地野菜を生産する予定です。本件によっ

て上佐曽利地区の地域計画に支障は生じないことを確認済みです。譲受人は、本件の権利

取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと

考えられます。なお、１月１３日に、事務局２名、農業委員会会長、農業委員１名、推進委員１

名が、申請地並びにその周辺農地の利用状況等を確認しました。位置図は、９ページを御覧く
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ださい。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いいたします。１件目、阪上会長代理。 

○阪上会長職務代理  はい、問題ありません。 

○林会長  ２件目、小中委員。 

〇小中委員  問題ないと思います。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、本件２件に対しまして、何か御意見、御質問ございますか。

特にないようですので、採決いたします。議案第９７号について、許可することに賛成の農業委

員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、許可することといたします。次に、議案第９８号を議題といた

します。事務局から説明願います。 

〇事務局  議案第９８号  農地法第４条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、農

地法第４条の規定による許可申請がありましたので、県への進達に伴う意見書提出につき、

御審議願います。 

 届出者は、（住所）（氏名）さん。届出地が波豆字（地番）、地目は田、地積は８５㎡。転用

目的は、住宅用地（庭の一部）という形です。造成期間は令和４年８月から３０日間、建設期

間も同じです。施設の概要は、コンクリート敷で、面積が８５㎡です。既に工事が行われていた

ので、その他としまして、始末書の添付がありました。隣接農地はないので、同意書の添付はあ

りませんでした。自治会長、農会長、水利組合代表の同意書の添付がありました。位置図は、

１２ページ、施設の概要は、１３ページで御確認をお願いします。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。上田推進委員。 

○上田推進委員  この今回の申請場所は、県道の歩道を拡幅とか、新設工事に伴って、個人

さんの所有していた庭が、歩道並びに、歩道を作ることによって、家の上り口をコンクリートで造

成されたということで、今回、時期がもう令和４年ですけども、今回の申請になったということな

のですが、本人さんいわく、最近になって気がついたということで、工事の時点では全然気がつ

いておらなかったというふうなことでございます。実際に歩道並びにコンクリートの上り口ができ

ていますので、問題はないと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で、この件に関しまして、何か御意見、御質問ございますか。 

○上田推進委員  ちょっと私のほうから意見なのですが、今回の議案は、県の許可という事案

ですが、始末書添付ということで、実際に事後申請という形になっているのですね。そのいきさ

つは、さっきの説明では何もなかった。私がちらっと説明させてもらいましたけど、始末書は添付

されているということですから、始末書の中にその経緯が恐らく説明されているのだろうと思う

ので、始末書をこの資料の中に、皆さんに配付すべきではないかと、私は思います。厳密にきち

んと内容を把握した上で、審議して、賛否を問うというのが、必要ではないかというふうに思い
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ますので、その辺り事務局で御検討願えればと思います。以上です。  

〇林会長  始末書については、事務局でも検討し、対応してまいりたいと思います。ほかに何か

御意見ございますか。それでは農業委員、推進員で何か、本件に対しまして御質問ございます

か。特にないようですので、採決いたします。議案第９８号について県へ進達することに賛成の

農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、県へ進達することといたします。次に議案第９９号を議題とい

たします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第９９号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項及び４項に

よる農用地利用集積等促進計画作成における農業委員会からの意見聴取の件。 

 公益財団法人ひょうご農林機構（農地中間管理機構）から農地中間管理事業の推進に関

する法律第１８条第１項の規定による農用地利用集積等促進計画について意見を求められま

したので、御審議願います。全部で３件ございます。 

１件目、貸主が（住所）（氏名）さん。借主が（住所）（氏名）さん。届出地が長谷字（地番）

ほか１筆、地目は田、地積は２筆の合計で２，５３６㎡です。こちらの貸借の始期が令和８年３月

１日から、終期が令和１８年２月２９日の１０年間です。利用権の種類は、使用賃借権で、年間

賃料は０円です。その他の申請地ですが、長谷字（地番）・田・１，４１６㎡です。また、本件によ

って長谷地区の地域計画の達成に支障は生じないことを確認済みです。位置図は、１７ページ

を御覧ください。 

２件目、貸主が（住所）（氏名）さん。借主が（住所）（氏名）さんです。届出地が長谷字（地

番）、地目は田、地積が１，８４３㎡です。始期は令和８年３月１日から終期は令和１８年２月２

９日までで、存続期間は１０年間。利用権の種類も同じく使用賃借権で、年間賃借料は０円で

す。こちらも本件によって長谷地区の地域計画の達成に支障は生じないことを確認済みです。

位置図も、１７ページを御覧ください。 

３件目、貸主が（住所）（氏名）さん。借主が（住所）（氏名）さんです。届出地が大原野字

（地番）ほか５筆の、地目は田、地積が６筆の合計で５，５２４㎡です。始期は令和８年３月１日

から、終期が令和１８年２月２９日。存続期間は１０年間で、利用権の種類は、使用賃借権で

す。申請地のその他につきましては、大原野字（地番）・田・２，０５９㎡と、大原野字（地番）・

田・１，０１６㎡と、大原野字（地番）・田・４８９㎡と（地番）・田・５６５㎡と、（地番）・田・９５㎡

の６筆となっております。本件によって中部地区及び西部地区の地域計画の達成に支障は生

じないことを確認済みです。位置図は、１８、１９ページを御確認ください。以上です。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いします。１件目、２件目、小畑推進委員。 

○小畑推進委員  譲受人は、今４町ほどやっているかなと思いますが、兄貴も手伝ったりしてい

ますので、特に問題はないと思います。 
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〇林会長  ありがとうございます。次に３件目、西田委員。 

〇西田委員  ここも問題はないと思います。 

〇林会長  そうしたら、３件目の中部について、福本委員。 

〇福本委員  はい、同じ方なので問題はないと思います。 

○林会長  それでは、農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないよ

うですので、採決いたします。議案第９９号について、意見なしとすることに賛成の農業委員は

挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、意見なしとすることといたします。次に議案第１００号を議題

といたします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第１００号  都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定によ

る事業計画認定の決定の件。宝塚市長から都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第

１項の規定による事業計画認定について意見を求められましたので、御審議願います。  

 申請人は、（住所）（氏名）さん。所有者の方が、（住所）（氏名）さん。賃借権の設定を受け

る都市農地は、安倉北（地番）ほか４筆、地目は田、地積は５筆合計で２，３３７㎡です。借受

人の耕作面積は３，７５８㎡、労働力は２名。調査書は後ほど説明させていただきます。始期が

令和８年２月１日から終わりが令和９年１月３１日の１年間で、使用貸借権となっております。

申請地の４筆ですが、安倉北（地番）・畑・１，３５７㎡、（地番）・畑・７０㎡、（地番）・畑・６７６

㎡、（地番）・畑・５９㎡となっております。 

調査書について御説明をさせていただきます。申請人（氏名）さん、所有者が（氏名）さん、

作成者は岡田です。耕作事業内容ですが、借り受けた農地は、マコモダケ・黒豆（たんくろ

う）・トウモロコシ・ほうれん草を中心に作物を栽培し、ＪＡ兵庫六甲直売所スマイル阪神や宝

塚市内の個人小売店、自身が経営を行うおにぎり屋等に数量ベースで６割以上、出荷・販売

する。具体的な事業内容は、借手は、借りられた農地や施設内については適時除草作業を行

います。地権者は、水利に関わる保全、農会・自治会等の折衝について年間２０日程度の活

動を行います。従事状況ですが、年間従事予定日数は２００日です。農地の利用状況、所有地

が３，７５８㎡、作付予定作物が、マコモダケ、水稲、ハウストマト、トウモロコシ、黒豆、ほうれん

草、さつまいも等。農機具は、トラクター、耕運機、管理機、コンバイン、田植機機を各１台所有。

土地の所有者からトラクターは１台リースされます。農作業経の験は、農作業歴が５年目、（農

業技術修学歴は令和２年から２年間）。世帯の労働力が１人（農家歴３０年以上）です。圃場

までの距離は自動車で３分です。周辺地域との関係は、借り受ける農地は近隣住宅地に配慮

した農薬の使用を適切に行い、地域の慣行栽培方法に沿って営農を行うとのことです。位置

図は２３ページを御確認お願いいたします。補足になりますが、新規ではなく、これまでも利用さ

れているので、継続になります。以上です。 
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○林会長  説明は終わりました。地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。田中委員。 

○田中委員  特に問題はないと思います。 

○林会長  農業委員、推進委員で何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

採決いたします。議案第１００号について、認定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、認定することといたします。続いて報告事項に移ります。報告

第１０３号を報告いたします。事務局から説明願います。 

〇事務局  報告第１０３号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第４条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。全部で２件ございます。 

１件目、届出者が、（住所）（氏名）さん。届出地が、中筋（地番）ほか１筆、地目は田、地積

は２筆合計で８７２㎡です。転用目的は、資材置場とするためで、造成期間が令和８年１月１５

日から２０日間で、建設がございませんので建設期間はございません。施設の概要につきまし

ては、砕石敷きで、面積が８７２㎡です。その他といたしまして、水利組合と隣接農地の同意書

の添付がございました。届出地のほか１筆ですが、中筋（地番）・田・２４８㎡です。位置図は、

２６ページ、施設の概要は、２７ページを御覧ください。 

２件目、届出者は、（住所）（氏名）さん。届出地が、口谷東（地番）ほか２筆です。地目は畑、

地積は３筆合計で２，１８３㎡です。転用目的は、ディスカウントストアの事業用地とするためで

す。造成期間が令和８年２月１日から６０日間で、建設期間も同じく令和８年２月１日から２１０

日間です。施設の概要は、鉄骨１階建ての延床面積が６７１．６６㎡となる予定です。その他と

いたしまして、水利組合と隣接農地の同意書の添付がございました。また地役権を持っておら

れる関西電力送配電株式会社の同意書の添付もございました。届出地のほか２筆についてで

すが、同じく口谷東（地番）・畑・９３５㎡と口谷東（地番）・畑・７７３㎡です。位置図は、２８ペ

ージを施設の概要は、２９ページを御覧ください。以上です。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。１件目、阪上会長代理。 

○阪上会長職務代理  何ら問題ありません。 

○林会長  ２件目、阪上照一委員。 

○阪上照一委員  道路から随分低い場所で、大きな造成工事になると思います。北側に農地

が残っていますが、これは申請人の方の農地で、今回は、そのまま農地として置いておくという

話で聞いております。水利組合などの同意書も添付されておりますし、特に問題はないと思い

ます。 

○林会長  農業委員、推進委員で何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

報告第１０４号を次に報告します。事務局から説明願います。  

○事務局  報告第１０４号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件。別紙のとおり、
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農地法第５条第１項第６号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて、

報告します。 

譲受人の方、（住所）（氏名）さん。譲渡人の方、（住所）（氏名）さんほか１名です。届出地

は中山寺（地番）、地目は田、地積が２９１㎡。転用目的は住宅用地で、造成期間は許可日か

ら２か月間、建設期間は許可日から６か月間です。施設の概要としまして、木造２階建ての２棟、

面積は延床面積で約２５３㎡です。権利の種類は所有権です。その他としまして、水利組合の

同意書の添付、隣接農地はなかったので、今回同意書の添付はありませんでした。譲渡人の

ほか１名ですが、（住所）（氏名）さん、それぞれ持分は２分の１となっております。位置図は３３

ページで御確認をお願いいたします。３４ページに施設の概要も載せております。 

２件目、譲受人の方、（住所）（氏名）さん。譲渡人の方、（住所）（氏名）ほか７名です。届

出地は山本中（地番）、地目は畑、地積は７８２㎡で、転用目的は住宅用。造成期間は令和８

年７月１０日から９０日間。建設期間は令和８年１０月３１日から９０日間。施設の概要は、木造

２階建て３棟で、面積は未定とのことです。権利の種類は所有権で、その他としまして、水利組

合と隣接農地の同意書の添付がありました。申請人の譲渡人のほか７名ですが、（住所）（氏

名）さん、（住所）（氏名）さん、（住所）（氏名）さん、（住所）（氏名）さん、（住所）（氏名）さ

ん、（住所）（氏名）さん、（住所）（氏名）さん、それぞれ持分は記載のとおりです。位置図は、

３５ページを御確認いただきまして、概要は、３６ページで、御確認をお願いいたします。 

○林会長  地区委員の御意見をお伺いします。１件目、阪上会長代理。 

○阪上会長職務代理  ここも特に問題ないです。 

○林会長  ２件目、金岡委員。 

○金岡委員  ここも高低差ちょっと多いので大きな工事になるかと思いますけれども、大丈夫

かなと思っております。 

○林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第１０５号を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  報告第１０５号  農地の一時転用終了届の件。別紙のとおり、農地の一時転用使

用終了の届出がありましたので、報告します。 

 届出者のうち譲受人が、（住所）（氏名）さん。譲受人が（住所）（氏名）さんです。届出地が

切畑字西大ツラ（地番）で、地目は田、地積は２筆合計で８３８㎡です。転用目的が資材置場

で、造成期間が令和６年１０月１日から１か月間。建設期間はございませんでした。権利の種

類につきましては、賃借権をされておられました。その他といたしまして、届出地のもう１筆です

が、切畑字西大ツラ（地番）・田・５８４㎡です。こちら２筆、資材置場として利用をされておりま

したが、令和７年１１月２１日をもって、農地に復帰をしたため、完了報告書の提出がありました。

こちらには、もともとあった栗をまた植えられたと聞いております。位置図は、３９ページを御覧く

ださい。以上です。 
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〇林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。和田推進委員。 

〇和田推進委員  土盛をして果樹の苗木を植えていますので、農地に戻ったということです。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第１０６号を報告いたします。事務局から説明願います。  

〇事務局  報告第１０６号  農地法施行規則第２９条第１項の規定による届出の件。別紙のと

おり、農地法施行規則第２９条第１項の規定による届出があったもののうち、専決処分したも

のについて、報告します。 

 申請人の方、（住所）（氏名）さん。申請地は、川面（地番）、地目は田、地積は２，０２３㎡。

転用目的は進入路。工事期間は令和８年１月２０日から令和８年７月３１日まで。施設の概要

としまして、コンクリート敷で、面積は２ｍ×４５ｍの９０㎡と聞いております。その他としまして、水

利組合の同意書の添付がありました。隣接農地は申請人の所有地のために添付はありません

でした。全部事項証明書の添付もいただいております。位置図は、４２ページ、概要は4３ペー

ジに載せておりますので、御確認をお願いいたします。以上です。  

〇林会長  地区委員の御意見をお伺いしたいと思います。古野委員。 

〇古野委員  問題ないと思います。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第１０７号を報告いたします。事務局から説明願います。  

〇事務局  報告第１０７号  農地法第１８条第６項の規定による届出の件。別紙のとおり、農地

法第１８条第６項の規定による通知がありましたので、報告します。 

届出者のうち、貸主が（住所）（氏名）さん。借主が（住所）（氏名）さんです。届出地は波豆

字（地番）、地目は田、地積は８５㎡で、合意解約が成立した日は令和３年４月頃、土地の引

渡時期が令和３年４月頃です。離作補償等の条件はなしです。その他といたしまして、農地法

３条の使用貸借権の設定の解除となっております。こちらが議案の９８で先ほど御審議いただ

いた農地法４条の許可申請を御相談いただいた際に、農地の貸借が残っていることに気づか

れ、今回合意解約という流れになりました。位置図は４６ページを御覧ください。 

〇林会長  農業委員、推進委員で何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告第１０８号を報告いたします。事務局から説明願います。 

〇事務局  報告第１０８号  農業の用に供した旨の証明（貸付都市農地等）の件。別紙のとお

り、租税特別措置法第７０条の６の４第１項の規定を適用を受ける認定都市農地貸付農地に

ついて、自ら農業の用に供していることを証明したので、報告します。 

申請人の方、（住所）（氏名）さん。納税猶予農地が、３，２２１㎡。申請地は、安倉北（地

番）ほか４筆、合計で５筆です。面積は５筆合計で、自作地が２，３３７㎡です。農業の用に供し

た年月日は令和７年１２月１日、証明年月日は令和７年１２月１０日となっております。ほか４筆

の願出地ですが、安倉北（地番）・畑・１，３５７㎡、（地番）・畑・７０㎡、（地番）・畑・６７６㎡、
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（地番）・畑・５９㎡となっております。令和７年１１月３０日までは、都市農地貸付という形で利

用されていました。位置図は、４９ページです。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に移ります。報告事項第１０９号を報告いたします。事務局から説明願います。 

〇事務局  報告第１０９号  耕作証明願の件。別紙のとおり、耕作の状況を証明したので、報

告します。願出人が（住所）（氏名）さん。耕作面積は２，６２３㎡で、御本人所有面積は０㎡で

す。耕作農地のうち自作地は０㎡で、借入地が２，６２３㎡。貸付地・その他はございません。今

回の証明書の使用目的といたしまして、雇用就農資金という国の補助事業の申請のためです。

証明年月日は令和７年１２月２６日。その他といたしまして、耕作農地が波豆字（地番）・田・１，

３９１㎡と、波豆字（地番）・田・３６４㎡、（地番）・田・８６８㎡です。位置図は、５２ページを御

覧ください。 

〇林会長  農業委員、推進委員で、何か御意見、御質問ございますか。特にないようですので、

次に報告第１１０号を報告いたします。事務局から説明願います。  

○事務局  報告第１１０号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の

証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等

に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので、報告します。  

１件目、申請人の方、（住所）（氏名）さん。農業経営期間は、令和４年１２月１５日から令和

７年１２月４日。耕作面積は８２４㎡。納税猶予農地は、安倉北（地番）、合計１筆です。面積は

８２４㎡です。証明年月日は、令和７年１２月４日で、畑と果樹として利用されていました。位置

図は、５６ページを御確認お願いいたします。 

２件目、申請人の方、（住所）（氏名）さん。農業経営期間は令和４年２月２８日から令和７

年１２月５日です。耕作面積は１，６０８㎡。納税猶予農地は山本丸橋（地番）ほか２筆、合計３

筆で、面積は１，６０８㎡です。証明年月日は令和７年１２月５日で、その他としましてほか２筆

の願出地ですが、山本丸橋（地番）・畑・５６５㎡、口谷西（地番）・畑・５４８㎡で、果樹・畑と

して利用されていました。位置図は、５７、５８ページで御確認をお願いいたします。 

３件目、申請人が、（住所）（氏名）さん。農業経営期間は令和４年１２月１５日から令和７

年１２月５日。耕作面積が１，０７０㎡で、納税猶予農地は安倉南（地番）ほか２筆、合計３筆

です。面積は１，０７０㎡で、証明年月日は令和７年１２月５日です。その他としまして願出地の

ほか２筆が、安倉南（地番）・畑・４９３㎡、（地番）・畑・３８３㎡、植木・畑として使っておられま

した。５９ページで位置図の御確認をお願いいたします。 

４件目、（住所）（氏名）さん。農業経営期間は令和４年１２月７日から令和７年１２月９日。

耕作面積は１９３㎡で、納税猶予農地は安倉南（地番）、１筆で、面積は１９３㎡です。証明年

月日は令和７年１２月９日で、植木として利用されていました。位置図は、６０ページで御確認

をお願いいたします。 
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○林会長  農業委員、推進委員さんで、何か御意見、御質問ございますか。  

特にないようですので、以上で本日の議案５件、報告８件についての審議等は終了させてい

ただきます。これをもちまして、令和８年第１回総会を閉会いたします。 

 

閉会  

 

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する  

 

６番（会長）       林  五郎  

   

２番             福本  充宏  

   

３番              阪上  文代  


